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議案第 88 号 

甲斐市国民健康保険条例の一部改正の件

甲斐市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

甲斐市国民健康保険条例の一部を改正する条例

甲斐市国民健康保険条例（平成 16 年甲斐市条例第 114 号）の一部を次のように改正す

る。 

第 7 条中「第 9項」を「第 5 項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第 3 項若

しくは第 4 項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」を「又は虚偽

の届出をした」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和 6 年 12 月 2日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための 

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備 

等及び経過措置に関する政令（令和 6年政令第 260 号）第 9条の規定によりなお従前の 

例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の 

適用については、なお従前の例による。 

提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律（令和 5 年法律第 48 号）が公布されたことにより、令和 6 年 12 月 2 日以降、

現行の被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行される。 

このことに伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由であ

る。 
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議案第 89 号 

令和６年度甲斐市一般会計補正予算（第 4号） 

令和６年度甲斐市の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６４，３５２千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３２，６８８，５１１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正) 

第３条 地方債の追加は、「第 3 表 地方債補正」による。 
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第２表 繰越明許費補正

 （追加） （単位：千円）

11 災害復旧費 2

款 項 金額事業名

公共土木施設
災害復旧費 381,560

現年度公共土木施設
災害復旧費
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第３表  地方債補正

 （追加） （単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

災害復旧事業 168,600
普通貸借
又は

証券発行

5.0％以内（ただし、
利率見直し方式で借入
れる資金について、利
率の見直しを行った後
においては、当該見直
し後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。
ただし、財政その他の都合に
より据置期間及び償還期限を
短縮し、若しくは、繰上償還
又は低利に借り換えすること
ができる。
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